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埼玉県戦略的環境影響評価実施要領 

                   平成１４年３月２７日知事決裁 

 

（最終改正 平成２７年３月１９日） 

 

 

（環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業） 

第１条 埼玉県戦略的環境影響評価実施要綱（平成１４年３月２７日知事決裁。以下

「要綱」という。）第２条第２号の要領で定める事業は、別表のとおりとする。 

 

（計画書等） 

第２条 要綱第８条の計画書の様式は、様式第１号のとおりとする。 

２ 要綱第８条の規定により提出する計画書等の部数は７０部とし、関係市町村長に

提出するものにあっては市町村ごとに５部とする。また、その内容を記録した磁気

ディスク又は光ディスク（これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して

おくことができる物を含む。）も併せて提出するものとする。 

３ 要綱第２条第５号の要領で定める環境に影響を及ぼす地域は別表第２の基準に

よるものとする。なお、対象計画等の内容により、別表第２によることが不適当で

あると計画等策定者が判断した場合はこの限りではない。 

 

（公告事項） 

第３条 要綱第９条第１項、第１３条第１項の公告事項は、次に掲げる事項とする。 

 一 計画等策定者の氏名及び住所 

 二 対象計画等の名称及び種類 

 三 縦覧期間 

 四 縦覧の場所 

 五 意見書の提出期間及び提出先 

 

（縦覧の場所） 

第４条 要綱第９条第１項、第１３条第１項の縦覧の場所は、次に掲げるとおりとす

る。 

 一 埼玉県環境部環境政策課 

 二 関係市町村を管轄する県の環境管理事務所 

 三 関係市町村の庁舎 

 四 その他知事が必要と認める場所 

 

（計画書に対する意見書の提出） 

第５条 要綱第１０条第１項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 
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 一 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、

その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

 二 意見書の提出の対象である計画書の名称 

 三 計画書についての意見 

２  前項第３号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。 

 

（報告書等） 

第６条 要綱第１２条の報告書の様式は、様式第２号のとおりとする。 

２ 要綱第１２条の規定により提出する報告書等の部数は、知事に提出するものにあ

っては７０部とし、関係市町村長に提出するものにあっては市町村ごとに５部とす

る。また、その内容を記録した磁気ディスク又は光ディスク（これらに準ずる方法

により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。）も併せて提出す

るものとする。 

 

（計画書等及び報告書等の内容の周知方法） 

第７条 要綱第９条の２及び第１４条の規定による周知の方法は、対象計画等の特性

に応じて、次に掲げる方法のうち、計画等策定者が複数の方法を選択し、計画書等

及び報告書等の内容の周知を図るよう努めなければならない。 

 一 県のホームページへの掲載 

 二 報道機関（テレビ、ラジオ等を含む。）への発表 

 三 県又は関係市町村の広報紙への掲載 

 四 説明会の開催 

 五 シンポジウム、ワークショップの開催 

 六 説明ブースの設置 

 七 その他知事が適切と認める方法 

 

（報告書に対する意見書の提出） 

第８条 要綱第１５条第１項の意見書については、第五条の規定を準用する。この場

合において、同条第１項第２号及び第３号中「計画書」とあるのは、「報告書」と

読み替えるものとする。 

 

（公聴会の開催の公告） 

第９条 知事は、公聴会を開催しようとするときは、次に掲げる事項を開催の日の１

０日前までに公告するものとする。 

 一 公聴会の件名 

 二 公聴会の日時及び場所 

 三 計画等策定者の氏名及び住所 

 四 意見を聴こうとする事項 
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 五 その他知事が必要と認める事項 

 

（公述の申出） 

第１０条 公聴会において意見を述べようとする者は、前条の公告のあった日から７

日以内に、書面により、知事に申し出なければならない。 

２ 前項の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

 一 公聴会において意見を述べようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体に

あっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

 二 公聴会の対象である報告書の名称 

 三 報告書について公聴会において述べようとする意見の概要 

３ 前項第３号の意見の概要は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものと

する。 

 

（公聴会の中止） 

第１１条 知事は、前条第１項の規定による申出がないときは、公聴会の開催を中止

するものとする。 

２ 知事は、前項の規定により公聴会の開催を中止したときは、その旨を公告するとと

もに、関係市町村長に通知するものとする。 

 

（公述人の選定等） 

第１２条 知事は、第１２条第１項の規定による申出をした者のうちから、公聴会に

おいて意見を述べることができる者（以下「公述人」という。）をあらかじめ選定

し、その旨を当該申出をした者に通知するものとする。 

２ 知事は、公聴会の運営を円滑に行うため必要があると認めるときは、公述人が意

見を述べる時間（次項において「公述時間」という。）をあらかじめ定めることが

できる。 

３ 知事は、前項の規定により公述時間を定めたときは、その旨を公述人に通知する

ものとする。 

 

（公聴会の主宰者） 

第１３条 公聴会は、知事の指名する職員が主宰する。 

２ 主宰者は、公聴会の秩序を維持するため、公聴会の運営に関し必要な措置をとる

ことができる。 

３ 主宰者は、次に掲げる事項を記載した記録書を作成し、これに署名押印の上、知

事に提出しなければならない。 

 一 公聴会の件名 

 二 公聴会の日時及び場所 

 三 主宰者の職名及び氏名 
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 四 出席した公述人の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、代

表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

 五 公述人が述べた意見の内容 

 六 その他公聴会の経過に関する事項 

 

（対象計画の主体の引継） 

第１４条 要綱第１８条第３項の要領で定める書類は、様式第３号の対象計画引継届

出書とする。 

 

附 則 

 この要領は、平成１４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、平成１５年７月１０日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、平成１５年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、公布の日から施行する。ただし、別表第１第１号ロに(5)を加える改

正規定、同表の備考に一号を加える改正規定並びに別表第２第１号の改正規定は、平

成２１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、平成２１年５月１５日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、平成２５年７月１日から施行する。ただし、第３条及び第４条の改正

規定並びに別表第１備考欄中２の改正規定は、公布の日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、平成２７年５月２９日から施行する。 

 



 

-5- 

別表第１（第１条関係） 

区分 対象事業 

１ 道路の新設及び

改築 

イ 新設 

(1) 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４８条の２第

１項又は第２項の規定により指定を受ける道路又は道路

の部分（以下「自動車専用道路」という。）の新設であ

って、車線（道路構造令（昭和４５年政令第３２０号）

第２条第７号の登坂車線、同条第８号の屈折車線及び同

条第９号の変速車線を除く。以下同じ。）の数が４（特

別の地域にあっては、２）以上のもの 

(2) 道路法第３条第２号及び第３号に掲げる道路（自動車

専用道路を除く。以下「その他の道路」という。）の新

設であって、車線の数が４（特別の地域にあっては２）

以上の区間があり、かつ、その区間の長さが５キロメー

トル（特別の地域にあっては、２キロメートル）以上で

あるもの 

(3) 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第２項第

５号に規定する林道（以下「林道」という。）の新設（特

別の地域におけるものに限る。）であって、幅員が６．

５メートル以上であり、かつ、その区間の長さが２キロ

メートル以上であるもの 

ロ 改築 

(1) 自動車専用道路の拡幅であって、車線の数が増加する

もの 

(2) その他の道路の拡幅であって、車線の数が増加して４

（特別の地域にあっては、２）以上となる区間（以下こ

の号において「拡幅区間」という。）があり、かつ、拡

幅区間の長さが５キロメートル（特別の地域にあっては、

２キロメートル）以上であるもの 

(3) その他の道路に係るバイパスの設置であって、車線の

数が４（特別の地域にあっては、２）以上の区間（以下

この号において「バイパス区間」という。）があり、か

つ、バイパス区間の長さが５キロメートル（特別の地域

にあっては、２キロメートル）以上であるもの 

(4) その他の道路の拡幅及びその他の道路に係るバイパス

の設置であって、拡幅区間及びバイパス区間の長さの合

計が、５キロメートル（特別の地域にあっては２キロメ
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ートル）以上であるもの 

(5) 林道の拡幅（特別の地域におけるものに限る。）であ

って、当該拡幅により幅員が６．５メートル未満から６．

５メートル以上となり、かつ、その区間の長さが２キロ

メートル以上であるもの 

２ ダム又は放水路

の新築 

 

イ ダム（河川の流水を貯留し、又は取水するために設置す

るものに限る。）の新築であって、湛水区域の面積が５０

ヘクタール（特別の地域にあっては、３０ヘクタール）以

上のもの 

ロ 放水路の新築であって、土地の改変面積が５０ヘクター

ル以上のもの 

３ 鉄道又は軌道の

建設及び改良 

 

 

 

 

 

 

イ 建設 

  鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条第１項に

規定する鉄道事業の用に供する鉄道又は軌道法（大正１０

年法律第７６号）の規定の適用を受ける軌道（以下「鉄道

等」という。）の建設 

ロ 改良 

(1) 鉄道等の線路の高架化であって、高架化する区間の長

さが５キロメートル以上のもの 

(2) 鉄道等の線路の増設であって、増設する区間の長さが

５キロメートル以上のもの 

(3) 操車場、車庫、車両検査修繕施設その他の鉄道等の施

設（線路を除く。）の設置であって、施行区域の面積が

２０ヘクタール以上のもの 

４ 飛行場の設置及

びその施設の変更 

 

 

 

 

 

イ  設置 

(1) 航空法施行規則（昭和２７年運輸省令第５６号）第７

５条第１項の陸上空港等（以下「陸上空港等」という。）

の設置 

(2) 航空法施行規則第７５条第１項の陸上ヘリポート（以

下「陸上ヘリポート」という。）の設置であって、滑走

路の長さが３０メートル以上のもの 

ロ 施設の変更 

(1) 陸上空港等の滑走路の増設、延長又は位置の変更であ

って、増設等をする滑走路の長さが５００メートル以上

のもの 

(2) 陸上ヘリポートの滑走路の増設、延長又は位置の変更

であって、増設等をする滑走路の長さが３０メートル以
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上のもの 

５ 工場の設置及び

その施設の変更 

 

イ  設置 

製造業（物品の加工修理業を含む。）、電気供給業、ガ

ス供給業又は熱供給業の用に供する工場（以下「工場」と

いう。）の設置であって、施行区域の面積が２０ヘクター

ル以上のもの又は排出ガス量（ガスタービン以外の施設か

ら排出される場合にあっては大気中に排出される気体の１

時間当たりの量を温度が零度で圧力が１気圧の状態に換算

したものの最大値をいい、ガスタービンから排出される場

合にあっては当該ガスタービンにおいて燃料として燃焼す

る重油の量（燃料として重油以外の燃料を燃焼する場合に

あっては、当該燃料の燃焼に伴い発生する二酸化炭素の量

に相当する二酸化炭素の量をその燃焼に伴い発生する重油

の量に換算した量をいう。）１リットルにつき温度が零度

で圧力が１気圧の状態で２５立方メートルの気体が排出さ

れるものとみなして算定した大気中に排出される気体の１

時間当たりの量をいう。以下この号において同じ。）が４

０，０００立方メートル以上のもの若しくは排出水量（１

日当たりの平均的な排出水の量をいう。以下同じ。）が５，

０００千立方メートル以上のもの 

ロ 施設の変更工場の施設の変更であって、施行区域の面積

が２０ヘクタール以上のもの又は増加する排出ガス量が４

０，０００立方メートル以上のもの若しくは増加する排出

水量が５，０００千立方メートル以上のもの 

６ 廃棄物処理施設

の設置及びその施

設の変更 

 

イ 設置 

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律

第１３７号。以下この号において「法」という。）第８

条第１項に規定するごみ処理施設（以下「ごみ処理施設」

という。）の設置であって、１日当たりの処理能力（当

該施設を二以上設置する場合にあっては、処理能力の合

計。以下この号において同じ。）が２００トン以上のも

の 

(2) 法第８条第１項に規定するし尿処理施設（以下「し尿

処理施設」という。）の設置であって、１日当たりの処

理能力が２５０キロリットル以上のもの 

(3) 法第８条第１項に規定する一般廃棄物の最終処分場又

は法第１５条第１項に規定する産業廃棄物の最終処分場
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（以下これらを「最終処分場」という。）の設置であっ

て、施行区域の面積が１０ヘクタール以上のもの 

(4) 法第１５条第１項に規定する産業廃棄物処理施設（同

項に規定する産業廃棄物の最終処分場を除く。以下「産

業廃棄物中間処理施設」という。）の設置であって、排

出ガス量（大気中に排出される気体の１時間当たりの量

を温度が零度で圧力が１気圧の状態に換算したものの最

大値をいい、当該施設を二以上設置する場合にあっては、

排出ガス量の合計とする。以下この号において同じ。）

が４０，０００立方メートル以上のもの又は排出水量（当

該施設を二以上設置する場合にあっては、排出水量の合

計。以下この号において同じ。）が５，０００立方メー

トル以上のもの 

ロ 施設の変更 

(1) ごみ処理施設の増設であって、増加する１日当たりの

処理能力が２００トン以上のもの 

(2) し尿処理施設の増設であって、増加する１日当たりの

処理能力が２５０キロリットル以上のもの 

(3) 最終処分場の増設であって、施行区域の面積が１０ヘ

クタール以上のもの 

(4) 産業廃棄物中間処理施設の増設であって、増加する排

出ガス量が４０，０００立方メートル以上のもの又は増

加する排出水量が５，０００立方メートル以上のもの 

７ 下水道終末処理

場の設置及びその

施設の変更 

 

 

 

イ  設置 

  下水道法（昭和３３年法律第７９号）第２条第６号に規

定する終末処理場（以下「終末処理場」という。）の設置

であって、施行区域の面積が２０ヘクタール以上のもの 

ロ 施設の変更 

  終末処理場の増設であって、施行区域の面積が２０ヘク

タール以上のもの 

８ 高層建築物の建

築 

 

 

 

イ 高層建築物の建築であって、建築基準法施行令（昭和２

５年政令第３３８号）第２条第１項第６号の規定により算

定した高さが１００メートル以上のもの 

ロ イに規定する高層建築物以外の建築物の建築であって、

建築基準法施行令第２条第２項に規定する地盤面から当該

建築物に設置される工作物の最高部までの高さが１１２メ

ートル以上のもの 
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９ 住宅団地の造成 

 

 

住宅団地の造成であって、施行区域の面積が５０ヘクター

ル（施行区域の５０パーセント以上が森林、湖沼又は湿原で

あるもの（第１３号、第１４号及び第１９号において「森林

等の地域に係る事業」という。）にあっては、２０ヘクター

ル）以上のもの 

１０ 工業団地の造

成 

工業団地の造成であって、施行区域の面積が２０ヘクター

ル以上のもの 

１１ 研究所用地の

造成 

研究所の用地の造成であって、施行区域の面積が２０ヘク

タール以上のもの 

１２ 流通業務施設

用地の造成 

流通業務施設の用地の造成であって、施行区域の面積が２

０ヘクタール以上のもの 

１３ スポーツ又は

レクリエーション

施設用地の造成 

スポーツ又はレクリエーション施設（都市計画法施行令（昭

和４４年政令第１５８号）第１条第２項第１号に掲げる工作

物に限る。）の用地の造成であって、施行区域の面積が５０

ヘクタール（森林等の地域に係る事業にあっては、２０ヘク

タール）以上のもの 

１４ 墓地又は墓園

の造成 

 

 

墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号）第

２条第５項に規定する墓地又は都市計画法施行令第１２第２

項第２号に掲げる墓園の造成であって、施行区域の面積が５

０ヘクタール（森林等の地域に係る事業にあっては、２０ヘ

クタール）以上のもの 

１５ 学校用地の造

成 

学校の用地の造成であって、施行区域の面積が２０ヘクタ

ール以上のもの 

１６ 浄水施設用地

の造成 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３条第８項の浄水

施設の用地の造成であって、施行区域の面積が２０ヘクター

ル以上のもの 

１７ 変電所用地の

造成 

電気設備に関する技術基準を定める省令（平成９年通商産

業省令第５２号）第１条第４号に規定する変電所の用地の造

成であって、施行区域の面積２０ヘクタール以上のもの 

１８ 土石の採取 採石法（昭和２５年法律第２９１号）第２条に規定する岩

石、砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）第２条に規定す

る砂利及び土の採取であって、掘削面積が３０ヘクタール以

上のもの 

１９ 複合事業 

 

 

 

第９号から第１３号までの事業のいずれか二以上の事業が

併せて一の事業として行われる事業であって、第９号又は第

１３号の事業（森林等の地域に係る事業を除く。）に係る面

積を５０で除した数値と第１０号から第１２号までの事業又
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は第９号若しくは第１３号の事業のうち森林等の地域に係る

事業に係る面積を２０で除した数値との和が１以上となるも

の 

２０ 土地区画整理

事業 

イ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第２条第

１項に規定する土地区画整理事業（以下「土地区画整理事

業」という。）であって、施行区域の面積が５０ヘクター

ル以上のもの 

ロ 土地区画整理事業であって、第９号又は第１３号の事業

に相当するもの（森林等の地域に係る事業を除く。）に係

る面積を５０で除した数値と第１０号から１２号までの事

業に相当する もの又９第九号若しくは第１３号の事業に

相当するもののうち森林等の地域に係る事業に係る面積を

２０で除した数値との和が１以上となるもの 

備考 この表において「特別の地域」とは、次に掲げる地域をいう。 

１ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８

８号）第２９条第１項の規定により指定された鳥獣保護区の特別保護地区 

２ 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第２０条第１項の規定により指定

された国立公園又は国定公園の特別地域 

３ 自然環境保全法（昭和４７年法律第８５号）第１４条第１項の規定により指

定された原生自然環境保全地域及び同法第２５条第１項の規定により指定さ

れた自然環境保全地域の特別地区 

４ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第７

５号）第３６条第１項の規定により指定された生息地等保護区 

５ 埼玉県立自然公園条例（昭和３３年埼玉県条例第１５号）第１２条第１項の

規定により指定された埼玉県立自然公園の特別地域 

６ 埼玉県自然環境保全条例（昭和４９年埼玉県条例第４号）第１７条第１項の

規定により指定された県自然環境保全地域の特別地区 

７ 埼玉県希少野生動物の種の保護に関する条例（平成１２年埼玉県条例第１１

号）第１９条第１項の規定により指定された希少野生動植物保護区 
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別表第２（第２条関係）  

対象事業の種類 環境に影響を及ぼす地域 

１ 自動車専用道路、その他の道路及

び林道の新設及び改築、放水路の新

築並びに鉄道等の線路の高架化及び

増設 

対象事業が実施される区域の周囲１キロ

メートル以内の地域 

２ ダムの新築、鉄道等の建設及び操

車場、車庫、車両検査修繕施設その

他の鉄道等の施設（線路を除く。）

の設置、陸上ヘリポートの設置及び

その施設の変更、最終処分場の設置

及びその施設の変更、高層建築物の

建築、住宅団地の造成、研究所の用

地の造成、流通業務施設の用地の造

成、スポーツ又はレクリエーション

施設の用地の造成、墓地又は墓園の

造成、学校の用地の造成、浄水施設

の用地の造成、変電所の用地の造成、

土石の採取、複合事業（工業団地の

造成が他の事業と併せて一の事業と

して行われるものを除く。）並びに

土地区画整理事業（工業地に係るも

のを除く。） 

対象事業が実施される区域の周囲１．５

キロメートル以内の地域 

３ 工場の設置及びその施設の変更、

ごみ処理施設、し尿処理施設及び産

業廃棄物中間処理施設の設置及びそ

の施設の変更、終末処理場の設置及

びその施設の変更、工業団地の造成、

複合事業のうち工業団地の造成が他

の事業と併せて一の事業として行わ

れるもの並びに土地区画整理事業の

うち工業地に係るもの 

対象事業が実施される区域の周囲３キロ

メートル以内の地域 

 

４ 陸上空港等の設置及びその施設の

変更 

対象事業が実施される区域の周囲５キロ

メートル以内の地域 
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様式第１号（第２条関係） 

 

戦略的環境影響評価計画書 

   

平成 年 月 日作成 

 

  １ 計画等策定者の氏名及び住所 

 

  ２ 対象計画等の概要 

 一 対象計画等の名称及び種類 

 二 対象計画等の目的 

 三 対象計画等の概要 

 四 対象計画等の実施区域（関係市町村） 

 

  ３ 関係市町村の概況 

 

  ４ 対象計画等の原案 

 一 対象計画等の原案設定の背景 

 二 対象計画等の原案設定の経緯 

 

  ５ 関連する社会経済面の調査及び推計の項目及び手法 

 

  ６ 環境面の調査、予測、評価の項目及び手法 

 

  ７ 手続に係る実施計画（県民等への周知、説明及び意見聴取の方法に係 

    る計画） 

 

  ８ 調査等の受託者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者 

    の氏名及び主たる事務所の所在地）  



 

-1- 

様式第２号（第６条関係） 

 

戦略的環境影響評価報告書 

 

平成 年 月 日作成 

 

   

  １ 計画等策定者の氏名及び住所 

 

  ２ 対象計画等の概要 

 一 対象計画等の名称及び種類 

 二 対象計画等の目的 

 三 対象計画等の概要  

 

  ３ 計画書について環境の保全と創造の見地からの意見を有する者の意見 

    の概要 

 

  ４ 計画書についての知事の意見 

 

  ５ ３及び４の意見についての計画等策定者の見解 

 

  ６ 対象計画等の原案設定の背景及び経緯並びにそれと関連する社会経済 

    面の調査、推計の項目及び手法 

 

  ７ 環境面の調査、予測、評価の項目及び手法 

 

  ８ 社会経済面の調査、推計の結果 

 

  ９ 環境面の調査、予測、評価の結果 

 

 １０  対象計画等の原案の評価 

 

 １１  調査等の受託者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者 

    の氏名及び主たる事務所の所在地） 
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様式第３号（第１８条第３項関係） 

 

対象計画引継届出書 

                                                      年 月 日 

    （あて先） 

         埼玉県知事 

 

                                 住所 

                                氏名                  印  

                 （法人にあっては、主たる事務所の所在地、 

                   名称及び代表者の氏名） 

                                 電話番号 

 

   対象計画を他の者に引き継いだので、埼玉県戦略的環境影響評価実施要綱｛第１

８条第３項｝の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

 対象計画の名称  

 引 継 年 月 日  

 引 継 の 理 由  

新たに対象

計画を引き

継いだ者 

氏名（法人にあっ

ては、名称及び代

表者の氏名） 

 

住所（法人にあっ

ては、主たる事務

所の所在地） 

 

電 話 番 号  

 


